
広報こしがやお知らせ版　平成30年（2018年）7月号 6

A…日時・期間　D…会場　G…内容　F…対象・定員　H…参加費・入場料　C…持ち物　E…申込み　B…問合せ 掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です

お
知
ら
せ

相
談

　大沢八坂神社祭礼の開催ため、大
沢地区の一部（下図の　　の部分）
で交通規制を行います。
〈規制日時〉
　7月14日（土）、午後2時～ 9時30分
　　  15日（日）、正午～午後9時

〈規制日時〉
　7月15日（日）、午後3時～ 7時30分

足
立
越
谷
線

国
道
4
号

（
東
埼
玉
道
路
）

県
道
平
方
東
京
線

中
川

吉川橋

中島橋

吉越橋

イオン
レイクタウン
mori

7月14日（土）・15日（日）
大沢地区の一部で
交通規制を行います

　吉川八坂祭り開催のため、下記
の日時に吉川橋の交通規制を行い
ます。吉川市方面へ向かう方は、
吉越橋をご利用ください。

7月15日（日）
吉川橋で交通規制を

行います

大
沢
橋（
大
橋
）

第1・第2
体育館

大沢地区センター　

新宮前橋

新橋

市役所

中央市民会館 しらこばと橋

元荒川
（新宮前橋～
しらこばと橋）

葛西用水
（新橋～堰）

みんなで釣りを楽しもう

入漁無料券を発行

入漁無料券
7月8日㈰

釣りをするには入漁券が必要です。
下記の券をお持ちの方は無料です。
＊リールでの釣りはご遠慮ください
＊天然ナマズは捕獲しないようご協力
ください

B観光課☎967-1325

●本券は常時携帯し、係員の指示があっ
た場合はご提示ください
●本券は１人１枚、当日限り有効です
●ごみは必ず持ち帰りましょう

越谷市・埼玉東部漁業協同組合

無料場所

「夏の交通事故
　　 防止運動」を　
　　　　　実施します

振
り
込
め
詐
欺
防
止
の
た
め

通
話
録
音
機
器
を

無
償
で
お
貸
し
し
ま
す

先
着
順

民
事
訴
訟
管
理
セ
ン
タ
ー

か
ら
の
は
が
き
に
注
意
！

架
空
請
求
詐
欺

大気質観測小屋設置イメージ

□
い
き
い
き
館
（
老
人
福
祉
セ
ン
タ

ー
ゆ
り
の
き
荘
・
市
民
プ
ー
ル
）

臨
時
休
館

　

空
調
設
備
の
修
繕
を
行
う
た
め
、

次
の
期
間
は
臨
時
休
館
し
ま
す
。

〈
期
間
〉　
７
月
１０
日
㈫
〜
１９
日
㈭

＊
リ
ハ
ビ
リ
な
ん
で
も
相
談
も
中
止

と
な
り
ま
す

b
ゆ
り
の
き
荘
☎
９
９
２
＝
６
６
０

１
、
市
民
プ
ー
ル
☎
９
９
２
＝
６
６

０
２

□
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
く
す
の
き
荘

一
部
利
用
休
止

　

空
調
設
備
の
改
修
工
事
を
行
う
た

め
、
次
の
期
間
は
一
部
を
利
用
休
止

し
ま
す
。

〈
期
間
〉　
７
月
９
日
㈪
〜
２８
日
㈯

（
７
月
２９
日
㈰
は
休
館
日
の
た
め
３０

日
㈪
か
ら
再
開
し
ま
す
）

〈
休
止
施
設
〉　
会
議
室
・
美
術
室

b
く
す
の
き
荘
☎
９
７
９
＝
６
６
０

０□
市
町
村
振
興
宝
く
じ
（
サ
マ
ー
ジ

ャ
ン
ボ
宝
く
じ
等
）
の
発
売

　

賞
金
は
１
等
・
前
後
賞
合
わ
せ
て

７
億
円
。
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ

（
１
等
・
前
後
賞
合
わ
せ
て
７
０
０

０
万
円
）
も
同
時
発
売
さ
れ
ま
す
。

こ
の
宝
く
じ
の
収
益
金
は
、
市
町
村

の
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
使
わ
れ

ま
す
。
宝
く
じ
を
買
う
際
は
、
県
内

の
売
り
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▽
発
売
期
間…

７
月
９
日
㈪
〜
８
月

３
日
㈮

b
（
公
財
）
埼
玉
県
市
町
村
振
興
協

会
☎
０
４
８
＝
８
２
２
＝
５
０
０
４

□
競
艇
事
業
に
よ
る
収
益
が
私
た
ち

の
生
活
に
役
立
っ
て
い
ま
す

　

埼
玉
県
都
市
競
艇
組
合
は
越
谷
市

が
加
入
す
る
組
合
で
、
戸
田
競
艇
場

で
開
催
す
る
競
艇
事
業
の
収
益
金
を

市
で
活
用
し
て
い
ま
す
。

▽
７
月
〜
９
月
の
開
催
日…

y
７
月

１
日
㈰
〜
４
日
㈬
、
y
１９
日
㈭
〜
２３

日
㈪
、
２６
日
㈭
〜
３０
日
㈪
、
８
月
２

日
㈭
〜
６
日
㈪
、
y
１１
日
㈷
〜
１６
日

㈭
、
y
３０
日
㈭
〜
９
月
２
日
㈰
、
１４

日
㈮
〜
１８
日
㈫
、
２２
日
㈯
〜
２５
日

㈫
、
y
２８
日
㈮
〜
３０
日
㈰

＊
y
は
埼
玉
県
都
市
競
艇
組
合
主
催

b
財
政
課
☎
９
６
３
＝
９
１
１
５

□
11
月
の
日
曜
日
分
の
野
球
場
貸
し

出
し
（
抽
選
）
希
望
者
の
申
し
込

み
を
受
け
付
け
ま
す

f
「
ま
ん
ま
る
よ
や
く
」
に
登
録
し

て
い
る
市
内
の
チ
ー
ム
（
登
録
は
ス

ポ
ー
ツ
振
興
課
へ
）　

e
８
月
１
日

㈬
〜
６
日
㈪
に
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
電
子
申
請
で
申
し
込
み
。
詳
し
く

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い　

b
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
☎
９
６
３

＝
９
２
８
４

□
農
家
の
皆
さ
ん
へ　
「
農
業
経
営

及
び
農
地
利
用
の
状
況
等
に
関
す

る
調
査
」
を
実
施
し
ま
す

　

平
成
３０
年
８
月
１
日
現
在
に
お
け

る
農
業
経
営
の
状
況
、
所
有
地
お
よ

び
借
地
に
お
け
る
農
地
利
用
の
状
況

等
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
を
実
施

し
ま
す
。
調
査
票
は
７
月
２６
日
㈭
か

ら
配
布
し
ま
す
。
結
果
は
農
地
台
帳

の
整
備
お
よ
び
各
種
証
明
書
の
発
行

等
に
利
用
し
ま
す
の
で
、
８
月
８
日

㈬
ま
で
に
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
必

ず
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

b
農
業
委
員
会
事
務
局
☎
９
６
３
＝

９
２
７
９

□
川
口
市
戸
塚
環
境
セ
ン
タ
ー
整
備

事
業
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
現
地

調
査
で
観
測
小
屋
を
設
置
し
ま
す

a
▽
夏
季…

７
月
上
旬
〜
８
月
下
旬

　

▽
秋
季…
１０
月
下
旬
〜
１１
月
上
旬

　

▽
冬
季…
平
成
３１
年
１
月
中
旬
〜

下
旬　

▽
春
季…
３１
年
４
月
中
旬
〜

下
旬
（
各
季
１０
日
間
程
度
）　

d
出

羽
公
園
（
ま
た
は
出
羽
公
園
付
近
）、

七
左
第
一
公
園　

g
大
気
質
用
の
観

測
小
屋
等
（
約
３
㍍
四
方
）
を
設
置

し
ま
す
。
ま
た
、
安
全
対
策
と
し
て

周
り
を
ガ
ー
ド
フ
ェ
ン
ス
で
囲
み
ま

す　

b
川
口
市
環
境
施
設
課
☎
０
４

８
＝
２
２
８
＝
５
３
８
３

□
重
度
心
身
障
害
者
手
当
の
現
況
届

を
ご
提
出
く
だ
さ
い

　

受
給
資
格
の
認
定
を
受
け
て
い
る

方
へ
現
況
届
を
送
付
し
ま
し
た
。
必

要
事
項
を
確
認
し
、
７
月
３１
日
㈫
ま

で
（
消
印
有
効
）
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
等
の
写

し
を
添
え
て
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
記

入
漏
れ
、
書
類
の
不
足
な
ど
不
備
が

あ
る
場
合
、
受
け
付
け
で
き
ま
せ

ん
。
未
提
出
の
場
合
、
手
当
が
支
給

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

b
障
害
福
祉
課
☎
９
６
３
＝
９
１
６

４□
精
神
保
健
福
祉
手
帳
２
級
所
持
者

の
方
は
重
度
心
身
障
害
者
手
当
の

交
付
申
請
書
を
ご
提
出
く
だ
さ
い

　

精
神
保
健
福
祉
手
帳
２
級
所
持
者

で
、
該
当
す
る
方
へ
申
請
書
を
送
付

し
ま
し
た
。
必
要
事
項
を
確
認
し
、

７
月
３１
日
㈫
ま
で
（
消
印
有
効
）
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知

カ
ー
ド
等
の
写
し
を
添
え
て
ご
提
出

く
だ
さ
い
。
記
入
漏
れ
、
書
類
の
不

足
な
ど
不
備
が
あ
る
場
合
、
受
け
付

け
で
き
ま
せ
ん
。
期
限
後
に
申
請
が

あ
っ
た
場
合
、
支
給
開
始
月
が
遅
く

な
り
ま
す
。

b
障
害
福
祉
課
☎
９
６
３
＝
９
１
６

４□
パ
ソ
コ
ン
無
料
相
談
室

a
毎
月
第
２
土
曜
日　

d
中
央
市
民

会
館
５
階
第
８
会
議
室　

g
ハ
ー
ド

面
、
ソ
フ
ト
面
の
相
談
（
授
業
形
式

で
は
あ
り
ま
せ
ん
）　

f
市
内
在
住

で
パ
ソ
コ
ン
初
心
者
の
方　

e
事
前

に
電
話
で
左
記
へ　

b
生
涯
学
習
課

☎
９
６
３
＝
９
２
８
３

〈
事
例
〉　
「
総
合
消
費
料
金
に

関
す
る
訴
訟
最
終
告
知
の
お
知
ら

せ
」
と
記
載
さ
れ
た
は
が
き
を
送

付
す
る
架
空
請
求
が
目
立
っ
て
い

ま
す
。
は
が
き
に
は
、
宛
名
の
住

所
と
個
人
名
が
記
入
さ
れ
て
お

り
、
訴
訟
を
取
り
下
げ
る
た
め
に

は
本
人
か
ら
連
絡
す
る
よ
う
誘
導

し
て
い
ま
す

〈
ア
ド
バ
イ
ス
〉　
余
分
な
個
人

情
報
を
与
え
て
し
ま
う
の
で
、
架

空
請
求
者
に
は
絶
対
に
電
話
を
し

て
は
い
け
ま
せ
ん
。
ま
た
、
請
求

さ
れ
て
も
絶
対
に
支
払
わ
な
い
で

く
だ
さ
い
。
な
お
、
本
当
に
訴
訟

が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
裁
判
所

か
ら
「
特
別
送
達
」
郵
便
で
訴
状

が
届
き
ま
す
。
困
っ
た
こ
と
な
ど

は
左
記
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い

b
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
☎
９
６
５

＝
８
８
８
６

〈期間〉　７月１５日（日）～２４日（火）
○スローガン
　人も車も自転車も　安心・安全　
埼玉県
○埼玉県重点
・子どもと高齢者の交通事故防止
・自転車の安全利用の推進
・飲酒運転の根絶および路上寝込み
等による交通事故防止
○越谷市重点
・自転車利用者のマナー向上

　

振
り
込
め
詐
欺
の
被
害
が
多
発

し
て
い
る
高
齢
者
世
帯
に
、
被
害

防
止
に
効
果
が
認
め
ら
れ
て
い
る

通
話
録
音
機
器
を
無
償
で
お
貸
し

し
ま
す
。
悪
質
商
法
や
勧
誘
な
ど

に
も
効
果
が
あ
る
も
の
で
す
。

〈
台
数
〉　
１
０
０
台
（
１
世
帯

あ
た
り
１
台
）

〈
対
象
〉　
市
内
在
住
で
６５
歳
以

上
の
高
齢
者
が
居
住
す
る
次
の
①

〜
③
に
該
当
す
る
世
帯
。
①
高
齢

者
単
身　

②
高
齢
者
夫
婦　

③
日

中
高
齢
者
の
み
と
な
る

〈
期
間
〉　
原
則
と
し
て
１
年

〈
申
込
み
〉　
７
月
９
日
㈪
〜
３１

日
㈫
に
電
話
で
左
記
へ
。
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
申
し
込
み
で
き

ま
す
（
い
ず
れ
も
７
月
９
日
㈪
、

午
前
８
時
３０
分
か
ら
）

b
く
ら
し
安
心
課
☎
９
６
３
＝
９

１
５
６

B越谷警察署☎９６４－０１１０、
　くらし安心課☎９６３－９１８５


